
障害者の地域生活の推進に関する検討会

第５回（H25.09.11） 資料５



地域における居住支援の在り方についての論点

障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えた、

障害児・者の地域生活支援を更に推進する観点からの

ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入

所施設等も含めた地域における居住の支援等の在り方

について、どう考えるか。
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＜平成２４年４月１８日 衆議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする
観点から、窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道府県の必須事業については、
支援が抜け落ちることなく、適切な役割分担がなされるようそれぞれの行う事業を具体的
に定めること。

二 意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村の居住
者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を行う
市町村等への必要な支援を行うこと。

三 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域
生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。

四 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
さらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等
を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

五 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、
法整備も含め早急に検討し確立すること。

六 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した
サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、
早急に検討を行うこと。

七 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と
併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。

八 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労をさらに促進するため、
就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について
検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた
厳正な指導を引き続き行うこと。

九 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、
社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方
自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

十 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検
討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時
間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援
の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための
関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

＜平成２４年６月１９日 参議院厚生労働委員会＞
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受けやすくする
観点から、窓口は市町村を基本としつつ、適切な役割分担がなされるよう市町村及び
都道府県の行う事業を具体的に定めるなど、地域生活支援事業について、市町村及び
都道府県に対し、必要なサービスが十分に提供されるための支援を行うこと。
また、意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市町村

の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対応できるよう、派遣を
行う市町村等への必要な支援を行うこと。

二 障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害者の地域
生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。

三 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援を
更に推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等
を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

四 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策について、
法整備も含め早急に検討し確立すること。

五 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を包括した
サービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り方等の支援施策について、
早急に検討を行うこと。

六 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方の検討と
併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討を行うこと。

七 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労を更に促進するため、
就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在り方について
検討するとともに、一般就労する障害者を受け入れる企業への雇用率達成に向けた
厳正な指導を引き続き行うこと。

八 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱いについて、
社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われるよう、地方
自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

九 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在り方等の検
討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問介護等、長時
間サービスを必要とする者に対して適切な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援
の在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずること。

十 障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、
障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声
を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。

附帯決議
（全体版）
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地域における居住支援に関するニーズについて

○ 関係団体からのヒアリングにおいては、障害者の地域生活を支えるために必要な支援・資源について

様々な意見が出された。これらを整理すると、おおむね以下のようなニーズが挙げられるのではないか。

○ 地域での暮らしの安心感の担保

○ 親元からの自立を希望する者に対する支援

○ 施設・病院等からの退所・退院等、地域移行の推進

○ 医療的ケア、行動障害支援等、専門的な対応を必要とする者への支援

○ 医療との連携等、地域資源の活用

○ 夜間も利用可能なサービス、緊急対応体制

○ 障害特性に応じた施設整備

ヒアリングにおいて挙げられたニーズ
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地域における居住支援に求められる機能について

○ これらのニーズから、どのような機能が求められているのかという点について検討すると、おおむね以

下のように分類できるのではないか。

○ 相談 （地域移行、親元からの自立）

○ 体験の機会・場 （一人暮らし、グループホーム等）

○ 緊急時の受け入れ・対応 （ショートステイの利便性・対応力向上等）

○ 専門性 （人材の確保・養成、連携）

○ 地域の体制づくり （サービス拠点、連携等）

求められる機能

・ 障害者の地域生活の支援については、障害福祉計画等に基づき取組を進めているところ。

・ 今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、上記のような機能をさらに強化し

ていく必要がある。

・ その際、相談支援を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの独立等、生活環境が

変化する節目を見据えた中長期的視点に立った継続した支援が必要である。 4



地域生活への移行

障害福祉サービ
ス事業所

社会福祉協議会

保健・医
療機関

相談支援事業所

《宿泊型自立訓練》

地域生活の準備や福祉
サービスの見学・体験のた
めの外出への同行支援や住
まい探しなどを支援

地域生活に移行した者や
地域生活が不安定な者など
を対象に夜間等も含む緊急
時の連絡・相談等のサポー
トを行う。

空床利用型の
短期入所を認
めるなど規制

緩和
（H23）

相談支援事業所や保健所
など障害者の地域移行に関
連する機関、関係者等で構
成される専門部会（地域移
行支援部会等）を設置し、
地域の課題を踏まえた支援
体制の整備等を協議

不動産関係業者

ハローワーク市町村保健福祉
担当部局

地域移行支援 地域定着支援

《自宅等》《入所施設、精神科病院》

《保健所》

連携連携

連携連携連携連携

〈障害者〉

〈精神

（障害者〉

・地域の支援体制に関する
提言

・必要に応じ、関係機関
との調整

（参考）障害者の地域移行・地域生活を支える体制整備の着実な推進

第3期障害福祉計画に基づき、障害者の住まいの場であるグループホーム等や平成24年度からスタートした地域相談支援の提供体制を整
備するとともに、地域の社会資源の開発・改善を担う『協議会』を積極的に活用すること等により、地域の実情に応じた円滑な地域移行や
地域移行後の地域生活を支える体制整備を進める。

1人暮らしに近い
形態のサテライト
型住居の創設を検
討(H26～)

《サテライト》

《グループホーム》
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【地域レベルでの取組の対応方針】

○ 都道府県・市町村においては、各地域において必要な機能の整備について、各地域に

おける議論を踏まえ、市町村や障害福祉圏域ごとの整備の在り方を定め、都道府県の障

害福祉計画に位置づけ、整備を計画的に推進する。

【制度面での取組の対応方針】

○ 地域における居住支援の機能強化のための制度面での方策を講じる。例えば、

・ 相談機能や緊急時の対応に係る受入機能の整備に向けた支援

・ 医療的ケアが必要な障害者等に対する専門的な支援体制の構築に向けた支援

・ 生活環境が変化する節目を見据えた中長期的な視点に立った継続した相談支援を

行うことができるような体制の整備に向けた支援

・ 障害福祉サービス等についての、地域生活の推進の支援の観点からの必要な見直し

といった対応を行っていく。

地域における居住支援のための機能強化の進め方について（案）
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以上の観点に立ち、地域における居住支援のための機能強化については、以下のように進めていくこ

ととすべきではないか。



上記のような対応方針に基づき、具体的には、以下のような対応を行うことが必要となると考えられる。

【地域レベルでの取組の進め方】

○ 地域レベルでの取組の基礎とするため、それぞれの地域において、障害者の重度化・高

齢化や「親亡き後」を見据え、課題に応じてどのような機能をどれだけ整備していくかについ

て、各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況や基幹相談支援センターの設置の有無

等、各地域の個別の状況に応じ、関係者や障害当事者が参画して検討する。 （検討には

「協議会」を活用することが考えられる。）

○ なお、その際、これらの機能を具体的にどのような形で地域に整備していくかについては、

例えば

・ 一定の規模のグループホーム等に、これらの機能を付加的に集約して整備する

「多機能拠点整備型」

・ 地域において機能を分担して担う「面的整備型」

といった形態など、地域の実情に応じた柔軟な対応が考えられる。

○ また、単にそれらの機能を新たに整備するだけでなく、既存の事業者の機能強化、例え

ば、障害者支援施設がこれらの機能の一部を引き続き担ったり、新たに担うといった対応も

考えられる。
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地域における居住支援のための機能強化の進め方について（案）



【制度面での取組の進め方】

制度面での対応については、

・平成26年４月のグループホームとケアホームの一元化等にあわせて対応する事項

・平成27年４月に予定される障害サービス等報酬改定において対応する事項

等が考えられることから、これらについて整理して実施する。
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地域における居住支援のための機能強化の進め方について（案）


